意見募集要領

１．計画の趣旨、目的及び背景
　近年、地域における人口及び世帯数の減少や既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い、使用されていない住宅・建築物が年々増加しています。
令和５年住宅・土地統計調査によると、熊本県の空き家総数は約１２万戸あり、空き家率は１４．９％で、今後も空家等は増加すると考えられます。適切な管理が行われないまま放置されている状態の空家等は、防災・防犯・安全・環境・景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしかねず、早急な対策の実施が求められています。
国は、この空家等の問題の抜本的な解決策として平成２７年５月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下、「法」という。）を施行し、令和５年１２月には法の一部改正を行い、所有者等の責務強化や活用促進等の対策を強化しました。
本町においても、国・都道府県・市町村が連携して空家等対策を総合的に推進していくため、現行計画を見直し、新たに「第２期美里町空家等対策計画」（以下、「本計画」という。）の策定を行います。

２．計画の位置づけ
この空家等対策計画は、法第６条の規定に基づき、国が定めた基本指針に即して定めたもので、空家等対策を効果的かつ効率的に推進するために、本町の地域の実情に合わせ、総合的かつ計画的に実施するために策定するもので、本町の空家等対策の基礎となるものです。
なお、本計画の推進にあたっては美里町振興計画や、美里町まち・ひと・しごと創生総合戦略等に定めている空家関連施策との整合性を図るものとします。

３．策定時期
令和８年３月予定

４．意見について
御意見は、「第２期美里町空家等対策計画（案）」に記載されている箇所に限って募集します。

５．意見募集期間
令和８年３月１７日（火）から令和８年３月２７日（金）まで

６．意見提出対象者
・町内に住所を有する者
・町内に空家・空地等を保有する者
・町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
・本町に対し、納税義務を有する者
・上記のほか、パブリックコメント制度に係る事案に利害関係を有する者

７．変更案の閲覧
町ホームページ、美里町役場美しい里創生課窓口（美里町役場砥用庁舎２階）

８．意見の提出方法
意見書の提出については、持参、郵送、ファクス及びメールのいずれかの方法でお願いします。いただいた御意見の内容については、照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先（電話番号等）を明記して下さい。なお、電話など口頭による意見の受付は行いません。

◎持参、郵送〒861-4732 熊本県下益城郡美⾥町三和420番地 美しい里創生課住まい対策室
◎ファクス：0964-47-0110
◎メール：sumai@town.kumamoto-misato.lg.jp

９．提出された意見の取扱い
提出していただいた御意見は、計画策定にあたっての参考とさせていただきます。意見の概要等は住所、氏名などの個人情報を除き、ホームページで公表する場合があります。提出された個人情報については、利用目的の範囲内で利用するものとし、目的外では利用しません。


